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前年同期比増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増収
売上高は344兆6,149億円で、前年同期（327兆9,184億円）を16兆6,965億円上回り、対前年

同期増加率（以下「増加率」という）は5.1％（前期3.2％）となりました。
業種別にみると、製造業では、業務用機械などで減収となったものの、電気機械、生産用機

械、輸送用機械などで増収となったことから、製造業全体では6.7％（同1.4％）となりました。一
方、非製造業では、物品賃貸業などで減収となったものの、卸売業､小売業、建設業、不動産業
などで増収となったことから、非製造業全体では4.5％（同3.9％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は6.3％（同4.3％）、1億円～10億円の階層

は5.0％（同3.7％）、1,000万円～1億円の階層は3.9％（同1.6％）となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増益　
経常利益は26兆4,011億円で、前年同期（22兆3,900億円）を4兆111億円上回り、増加率は

17.9％（前期0.2％）となりました。
業種別にみると、製造業では、食料品、鉄鋼、金属製品などで減益となったものの、情報通信

機械、生産用機械、電気機械などで増益となったことから、製造業全体では27.5％（同△8.5％）
となりました。一方、非製造業では、建設業などで減益となったものの、サービス業、卸売業､小
売業、情報通信業などで増益となったことから、非製造業全体では12.4％（同5.0％）となりまし
た。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は25.0％（同1.7％）、1億円～10億円の階

層は12.7％（同0.6％）、1,000万円～1億円の階層は2.1％（同△2.2％）となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　製造業、非製造業ともに増加　
設備投資額は10兆6,613億円で、増加率は12.8％（前期3.4％）となりました。業種別にみると、

製造業では、電気機械、業務用機械、鉄鋼などで減少したものの、情報通信機械、化学、輸送用
機械などで増加したことから、製造業全体では19.8％（同2.8％）となりました。一方、非製造業で
は、不動産業、サービス業、建設業などで減少したものの、運輸業､郵便業、電気業、卸売業､小
売業などで増加したことから、非製造業全体では9.2％（同3.6％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は23.5％（同6.8％）、1億円～10億円の階

層は3.5％（同2.4％）、1,000万円～1億円の階層は△1.2％（同△4.2％）となりました。
なお、ソフトウェア投資額は8,526億円で、増加率は0.3％（同18.7％）となり、ソフトウェア

投資額を除いた設備投資額は9兆8,087億円で、増加率は14.0％（同2.1％）となりました。

―平成30年４～６月期調査

回答法人数 23,125社 （19,451社）
回 答 率 　71.5%      （71.7％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、企業活
動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査しているものです。な
お、平成20年度調査より、金融業、保険業を含めた調査を実施しています。
以下は平成30年９月３日に発表した平成30年４～６月期の調査結果の概要です。

財務省では、「法人企業統計調査」の公表の早期化を進めています。
そのためには、調査票の早期回収が不可欠ですので、調査の対象となった法人は、
必ず提出期限までに財務省（財務局・財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回平成30年７～９月期の調査票の提出期限は平成30年11月12日、結果
の公表は平成30年12月３日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業

経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業

設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 29.4-6 7-9 10-12 30.1-3 4-6

（注）　設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。
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融
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Ｓ
Ｂ
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概
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８
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記
」、公
表
─
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Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
８
月
27
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
９
１
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
の
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

金
融
商
品
会
計
基
準
改
正
に
つ
い

て
の
意
見
募
集

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た「
金

融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
の
改
正

に
つ
い
て
の
意
見
の
募
集
」の
文
案

に
つ
き
、
採
決
が
行
わ
れ
た
。

出
席
委
員
全
員
が
賛
成
し
、
公
表

が
承
認
さ
れ
た（
公
表
は
８
月
30
日
）。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
11
月
30
日
ま
で
。

実
務
対
応
報
告
18
号
改
正
案
へ
の

コ
メ
ン
ト
対
応

第
１
１
８
回
実
務
対
応
専
門
委
員

会（
２
０
１
８
年
９
月
10
日
号（
№

１
５
２
２
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

で
検
討
さ
れ
た
実
務
対
応
報
告
18
号

の
改
正
案
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

へ
の
対
応
が
審
議
さ
れ
た
。

事
務
局
よ
り
次
回
の
親
委
員
会
で

公
表
議
決
を
行
い
た
い
旨
が
示
さ
れ

た
。公

正
価
値
測
定
の
開
示
・
ガ
イ
ダ

ン
ス前

回
の
親
委
員
会
な
ら
び
に
第

１
３
２
回
金
融
商
品
専
門
委
員
会

（
２
０
１
８
年
９
月
10
日
号（
№

１
５
２
２
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

に
引
き
続
き
、
時
価
の
レ
ベ
ル
に
関

す
る
説
明
と
、
開
示
項
目
の
導
入
の

必
要
性
に
関
す
る
追
加
的
検
討
に
つ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
追
加
的
検
討
の
な

か
の「
観
察
で
き
な
い
イ
ン
プ
ッ
ト

を
合
理
的
に
考
え
得
る
代
替
的
な
仮

定
に
変
更
し
た
場
合
の
影
響
」を
開

示
す
る
事
務
局
案
に
、
反
対
意
見
が

示
さ
れ
た
。

リ
ー
ス
会
計
の
検
討

第
81
回
リ
ー
ス
会
計
専
門
委
員

会（
２
０
１
８
年
９
月
10
日
号（
№

１
５
２
２
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

に
引
き
続
き
、
予
備
的
分
析
の
な
か

の
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
早
期
適
用
企
業

の
財
務
諸
表
の
影
響
分
析
、
リ
ー
ス

期
間
、
リ
ー
ス
と
サ
ー
ビ
ス
の
差
異

お
よ
び
未
履
行
契
約
と
の
関
係
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
た
。

未
履
行
契
約
に
つ
い
て
、
以
前

の
専
門
委
員
会
で
の「
オ
ン
バ
ラ
ン

ス
の
論
拠
と
し
て
資
産
の
認
識（
使

用
権
の
移
転
）が
重
視
さ
れ
、
負
債

（
リ
ー
ス
料
の
支
払
義
務
）の
認
識
が

重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
違
和
感

が
あ
る
」と
い
う
意
見
に
対
し
、
事

務
局
は「
負
債
の
認
識
は
、
原
資
産

の
引
渡
し
を
重
視
す
る
論
理
構
成
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
よ

る
」と
追
加
的
分
析
を
示
し
た
。

委
員
か
ら
、
引
渡
し
を
重
視
す
る

考
え
方
に
批
判
的
な
意
見
が
聞
か
れ

た
。

去
る
８
月
28
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

概
念
基
準
書
８
号「
財
務
報
告
の
た

め
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
―
第
８

章
：
財
務
諸
表
の
注
記
」（
以
下
、「
本

基
準
書
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

関
連
す
る
公
開
草
案
は
、

２
０
１
４
年
３
月
に
公
表
さ
れ
、
コ

メ
ン
ト
が
募
集
さ
れ
て
い
た
。
本
基

準
書
は
、「
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
意
思
決
定
の

プ
ロ
セ
ス
」を
扱
っ
て
お
り
、
Ｆ
Ａ

Ｓ
Ｂ
が「
既
存
の
開
示
要
求
の
評
価
」

と「
将
来
の
開
示
要
求
の
新
設
」を
行

う
と
き
の
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
開
示
を
検
討
す
る
項

目
が
、
自
動
的
に
開
示
が
要
求
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
そ

の
ス
タ
ッ
フ
は
、
潜
在
的
な
開
示
と

既
存
の
開
示
に
関
連
す
る
コ
ス
ト
と

便
益
を
評
価
し
続
け
て
い
る
。
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映像よりも
ええぞ～
映像よりも
ええぞ～

先
日
、
あ
る
仕
事
で
研
修
の
動
画

教
材
を
作
成
す
る
た
め
の
撮
影
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
動
画
教
材
を
つ

く
る
の
は
初
め
て
の
体
験
な
の
で
ワ

ク
ワ
ク
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
戸
惑

い
や
、や
り
づ
ら
さ
も
感
じ
ま
し
た
。

普
段
講
師
と
し
て
研
修
を
行
っ
て
い

る
と
き
は
、
受
講
者
と
対
話
し
な
が

ら
進
め
た
り
、
場
の
雰
囲
気
で
話
す

ト
ピ
ッ
ク
の
順
番
を
変
え
た
り
、
映

像
に
残
す
に
は
少
々
恥
ず
か
し
い
失

敗
談
を
入
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
工

夫
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
動
画

教
材
で
は
そ
れ
ら
が
で
き
な
い
の

で
、
勝
手
が
違
っ
て
終
始
違
和
感
を

覚
え
な
が
ら
進
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
違
和
感
の
最
大
の
要
因
は
、

講
師
と
し
て
話
し
て
い
る
そ
の
場
に

受
講
者
が
い
な
い
こ
と
で
し
た
。
受

講
者
が
そ
の
場
に
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
の
は
、大
変
大
き
な
違
い
で
す
。

教
育
研
修
に
限
ら
ず
ビ
ジ
ネ
ス
に
お

け
る
プ
レ
ゼ
ン
で
も
、
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
の
存
在
が
及
ぼ
す
影
響
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス

の
な
か
に
自
分
の
こ
と
を
応
援
し
て

く
れ
て
い
る
人
が
い
る
、
多
く
の
人

が
顔
を
上
げ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
て

い
る
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ
ー
の
ほ
う

を
み
て
頷
き
な
が
ら
聞
い
て
く
れ
て

い
る
人
が
い
る
と
い
っ
た
事
実
に
勇

気
づ
け
ら
れ
、
プ
レ
ゼ
ン
を
乗
り
切

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
人
は
少
な

く
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
協

力
的
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
存
在

が
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ
ー
を
助
け
て

い
る
と
い
え
る
し
、
プ
レ
ゼ
ン
の
質

を
向
上
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
と
も

い
え
ま
す
。

ま
た
、
目
の
前
に
人
が
い
る
限
り
、

プ
レ
ゼ
ン
は
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ

る
べ
き
で
す
。
筆
者
は
研
修
講
師
の

教
育
も
行
っ
て
い
ま
す
が
、
繰
り
返

し
伝
え
る
こ
と
の
１
つ
に「
研
修
と

は
受
講
者
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
」

と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。
研
修
講

師
の
経
験
が
浅
い
人
は
、
受
講
者
に

対
し
て
一
方
的
に
話
し
ま
す
。
受
講

者
が
理
解
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い

が
、
興
味
を
抱
い
て
い
よ
う
が
退
屈

し
て
い
よ
う
が
、
構
わ
ず
に
話
し
続

け
ま
す
。
こ
れ
は
経
験
不
足
に
よ
る

余
裕
の
な
さ
や
研
修
の
立
案
力
・
構

成
力
不
足
も
あ
り
ま
す
が
、
根
っ
こ

に「
研
修
と
は
一
方
通
行
の
教
育
で

あ
る
」と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

は
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン

で
も
同
様
で
す
。
プ
レ
ゼ
ン
も
本
来

的
に
は
一
方
通
行
で
は
な
い
と
考

え
ま
す
。オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
属
性
、

態
度
や
反
応
、
場
の
雰
囲
気
、
前
後

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
兼
ね
合
い
な
ど

を
総
合
的
に
捉
え
て
、
オ
ー
デ
ィ
エ

ン
ス
の
存
在
と「
対
話
」し
な
が
ら
進

め
る
も
の
で
す
。
そ
の
場
に
い
る

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ

て
プ
レ
ゼ
ン
を
展
開
す
る
と
言
い
換

え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
は
り

プ
レ
ゼ
ン
や
研
修
は
映
像
だ
け
で
は

機
能
し
づ
ら
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
今
の
世
の
中
の
流
れ
に
逆
行

す
る「
非
効
率
」な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

Face to face

が
効
果
的
だ
し
、
そ

の
ほ
う
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ
ー
も
育

つ（
育
て
ら
れ
る
）の
だ
と
思
い
ま

す
。
説
明
ツ
ー
ル
と
し
て
動
画
を
用

い
る
こ
と
が
主
流
に
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
よ
う
な
主
流
に
対
し
て

は
常
に
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を

考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
感

覚
的
に
理
解
で
き
る
、
短
い
時
間
で

理
解
で
き
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
は
も
ち

ろ
ん
素
晴
ら
し
い
点
で
す
。
し
か

し
、
わ
か
っ
た
と
い
う
よ
り
わ
か
っ

た
気
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
と
き
が

あ
る
、
説
明
者
と
の
対
話
を
せ
ず
に

済
む
、
文
字
情
報
を
理
解
す
る
能
力

が
低
下
す
る
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
知

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
便
利
な

も
の
は
、
必
要
に
応
じ
て
バ
ラ
ン
ス

よ
く
活
用
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

（
メ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
ト　

江
口　

毅
）

本
基
準
書
の
内
容

本
基
準
書
は
、
開
示
要
求
の
決
定

に
あ
た
り
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
手
続
の
改

善
、
継
続
性
の
あ
る
意
思
決
定
の
促

進
の
手
助
け
と
な
る
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

⑴　
財
務
諸
表
の
注
記
の
情
報
の
タ

イ
プ

財
務
諸
表
の
注
記
で
提
供
さ
れ
る

情
報
の
タ
イ
プ
を
次
の
３
つ
と
し
て
い

る
。①　

財
務
諸
表
の
表
示
項
目
に
関
す

る
情
報（
性
質
、物
理
的
状
況
、契
約

条
件
、取
引
先
の
遂
行
能
力
な
ど
）

②　
報
告
企
業
の
情
報（
性
質
、活
動
、

課
せ
ら
れ
る
特
別
の
制
限
ま
た
は

与
え
ら
れ
た
特
権
、他
社
と
比
較
し

て
有
利
ま
た
は
不
利
な
状
況
な
ど
）

③　
企
業
の
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の

あ
る
、認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
過

去
の
事
象
と
現
在
の
状
況（
認
識
規

準
を
満
た
さ
な
か
っ
た
事
象
、認
識

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ま
た
は
認
識

を
要
求
さ
れ
て
い
な
い
事
象
）

⑵　
財
務
諸
表
の
注
記
で
の
情
報
の

制
限

財
務
諸
表
の
注
記
で
の
情
報
に
つ
い

て
次
の
４
つ
の
制
限
を
課
し
て
い
る
。

①　
広
範
な
企
業
の
財
務
諸
表
の
既
存

の
利
用
者
と
潜
在
的
な
利
用
者
に
関

連
す
る
情
報
の
み
を
要
求
す
る

②　
費
用
制
約
条
件（
情
報
の
便
益
を

主
張
す
る
に
は
、発
生
費
用
を
正
当

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

③　
要
求
さ
れ
た
注
記
で
の
情
報
か

ら
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
潜
在

的
な
意
図
し
な
い
不
利
な
結
果
を

考
慮
す
る（
法
律
上
、競
争
上
、評
判

上
な
ど
の
不
利
な
結
果
）

④　
報
告
企
業
、そ
の
投
資
家
、貸
手
、

そ
の
他
の
債
権
者
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
予
測
に
マ
イ
ナ
ス
の
影

響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
未
来

志
向（future-oriented

）情
報

を
含
む（
測
定
の
た
め
の
イ
ン
プ
ッ

ト
と
し
て
使
用
し
た
見
積
り
と
仮

定
に
関
す
る
情
報
や
、経
営
陣
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
事
項
に
関

す
る
経
営
陣
の
既
存
の
計
画
と
戦

略
に
関
す
る
情
報
）

⑶　
期
中
財
務
諸
表
の
注
記

期
中
財
務
諸
表
の
注
記
で
の
開
示

に
つ
い
て
は
、
期
中
財
務
諸
表
は
年

次
財
務
諸
表
の
重
要
な
一
部
で
あ

り
、
期
中
期
間
の
会
計
処
理
は
年
次

の
会
計
処
理
と
異
な
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
次
の
情
報
を
期
中
財
務
諸
表

で
開
示
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

①　
認
識
、
測
定
、
ま
た
は
表
示
項
目

に
つ
い
て
の
直
近
の
年
次
財
務
諸

表
と
の
差
異

②　
期
中
期
間
の
財
政
状
態
と
経
営

成
績
に
つ
い
て
年
度
の
そ
れ
ら
と

の
関
連
性
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国
際
会
計

注
記
に
関
す
る
概
念
基
準
書
公
表

に
伴
う
公
正
価
値・
退
職
給
付
の

改
訂
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

内
部
利
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

る
の
れ
ん
と
無
形
資
産
に
関
す
る

Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

概
念
基
準
書
８
号
３
章
の
改
訂

本
基
準
書
と
同
時
に
、
２
０
１
０

年
９
月
に
公
表
さ
れ
た
概
念
基
準
書

８
号　
「
第
３
章
：
有
用
な
財
務
情

報
の
定
性
的
な
性
質
」が
改
訂
さ
れ
、

「
目
的
適
合
性（relevance

）」と「
重

要
性（m

ateriality

）」の
違
い
が
明

確
に
さ
れ
て
い
る
。

去
る
８
月
28
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は

会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
８
―
13「
公
正
価
値
測
定（
ト

ピ
ッ
ク
820
）
―
開
示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

―
公
正
価
値
測
定
の
開
示
要
求
の
変

更
」と
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
14「
報
酬

―
退
職
給
付
―
確
定
給
付
制
度
―
全

体（
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
715
―
20
）
―
開

示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
―
確
定
給
付
制
度

の
開
示
要
求
の
変
更
」を
公
表
し
た
。

２
つ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

の
開
示
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
で
あ
り
、
同
日
の

概
念
基
準
書
８
号「
財
務
報
告
の
た

め
の
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
―
第
８

章
：
財
務
諸
表
の
注
記
」の
公
表
に

よ
り
、
概
念
基
準
書
に
基
づ
く
具
体

的
な
注
記
の
改
訂
と
し
て
公
表
さ
れ

た
。
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
13
と
Ａ
Ｓ

Ｕ
２
０
１
８
―
14
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
13「
公
正
価
値

測
定
」

⑴　
改
訂
の
内
容

次
の
開
示
を
削
除
し
て
い
る
。

・
公
正
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
レ

ベ
ル
１
と
レ
ベ
ル
２
の
間
の
振
替

金
額
と
そ
の
理
由

・
レ
ベ
ル
間
の
振
替
の
時
期
に
関
す

る
方
針

・
レ
ベ
ル
３
公
正
価
値
測
定
の
評
価

の
過
程

次
の
開
示
を
改
訂
、
ま
た
は
明
確

に
し
て
い
る
。

・
純
資
産
で
計
算
さ
れ
る
投
資
に
つ

い
て
、
要
求
さ
れ
て
い
る
投
資
先

の
資
産
の
清
算
時
期
と
償
還
の
制

限
が
な
く
な
る
時
期
の
開
示
は
、

「
投
資
先
が
、
時
期
を
投
資
元（
報

告
企
業
）に
知
ら
せ
た
、
ま
た
は
公

表
し
た
場
合
に
の
み
」要
求
さ
れ

る
こ
と

・
測
定
の
不
確
実
性
の
開
示
の
目
的

は
、報
告
日
現
在
の
測
定
の
不
確
実

性
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
る
こ
と

に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た

次
の
開
示
を
追
加
し
て
い
る
。

・
報
告
期
間
末
に
保
有
す
る
経
常
的

な
レ
ベ
ル
３
の
公
正
価
値
測
定
に

つ
い
て
、「
そ
の
他
の
包
括
利
益
」に

含
ま
れ
る
当
期
の
未
実
現
損
益
の

変
動

・
重
要
な
観
察
可
能
で
な
い
イ
ン
プ
ッ

ト（
レ
ベ
ル
３
）と
し
て
使
用
さ
れ

た
定
量
的
な
情
報
の
具
体
的
な
内

容（
範
囲
と
加
重
平
均
）

⑵　
適
用
関
係

２
０
１
９
年
12
月
16
日
以
降
開
始

す
る
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、
早
期
適

用
は
認
め
ら
れ
る
。
原
則
と
し
て
、

遡
及
適
用
さ
れ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
14「
報
酬
―

退
職
給
付
」

⑴　
改
訂
の
内
容

次
の
開
示
を
削
除
し
て
い
る
。

・
純
期
間
給
付
費
用
の
要
素
と
し
て

次
年
度
に
認
識
が
予
定
さ
れ
て
い

る「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
」

の
金
額

・
企
業
に
返
還
が
予
定
さ
れ
て
い
る

制
度
資
産
の
金
額
と
時
期

・
日
本
の
厚
生
年
金
の
代
行
返
上
に

関
す
る
開
示

・
保
険
と
年
金
契
約
に
よ
り
カ
バ
ー

さ
れ
る
将
来
の
年
間
給
付
金
額
に

関
す
る
関
連
当
事
者
の
開
示
と
雇

用
者
ま
た
は
関
連
当
事
者
と
制
度

間
の
重
要
な
取
引

次
の
開
示
を
追
加
し
て
い
る
。

・
約
束
し
た
保
証
利
率
の
あ
る
現
金

残
高
制
度
と
他
の
制
度
に
お
け
る

加
重
平
均
保
証
利
率

・
当
期
の
退
職
給
付
債
務
の
変
動
に

関
連
す
る
重
要
な
損
益
に
つ
い
て

理
由
の
説
明

次
を
開
示
す
る
こ
と
を
明
確
に
し

て
い
る
。

・
予
測
給
付
債
務（
Ｐ
Ｂ
Ｏ

（P
ro

je
c

te
d

 B
e

n
e

fit 
O

bligation

））と
制
度
資
産
を
超

え
て
い
る
制
度
の
Ｐ
Ｂ
Ｏ
を
有
す

る
制
度
の
制
度
資
産
の
公
正
価
値

・
累
積
給
付
債
務（
Ａ
Ｂ
Ｏ

（A
ccum

ulated
 B

enefit 
O

bligation

））と
制
度
資
産
を
超

え
て
い
る
制
度
の
Ａ
Ｂ
Ｏ
を
有
す

る
制
度
の
制
度
資
産
の
公
正
価
値

⑵　
適
用
関
係

２
０
２
０
年
12
月
16
日
以
降
開
始

す
る
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、
遡
及
適

用
さ
れ
る
。
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ

る
。今

後
の
予
定

今
後
は
、
公
開
草
案
が
公
表
さ
れ

て
い
る「
法
人
税
」、「
棚
卸
資
産
」、

「
政
府
援
助
」に
関
す
る
開
示
に
つ
い

て
も
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
発
行
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。

去
る
８
月
29
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
８
―
15「
の
れ
ん
と
そ
の
他

の
無
形
資
産
―
内
部
利
用
の
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア（
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
350
―

40
）
―
サ
ー
ビ
ス
契
約
で
あ
る
ク
ラ

ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
契
約

の
た
め
に
発
生
し
た
導
入
コ
ス
ト
の

顧
客
の
会
計
処
理
」（
以
下
、「
本
Ａ
Ｓ

Ｕ
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

２
０
１
５
年
に
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ａ

Ｓ
Ｕ
２
０
１
５
―
05「
の
れ
ん
と
そ

の
他
の
無
形
資
産
―
内
部
利
用
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア（
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
350

―
40
）
―
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
契
約
で
顧
客
が
支
払
う
料

金
の
顧
客
の
会
計
処
理
」を
公
表
し

た
が
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
サ
ー
ビ
ス

契
約
で
あ
る
ホ
ス
ト
契
約（
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
製
品
の
ア
ク
セ
ス
と
使
用
に

関
し
て
、ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
顧
客
は
、

現
在
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
所
有
し
て

お
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
使
用
す
る
契
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フラッシュ

約
）の
顧
客
の
導
入
コ
ス
ト
の
会
計

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
こ
の
導
入
コ
ス
ト

に
つ
い
て
、
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
350
―

40
で
の
内
部
利
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
開
発
ま
た
は
獲
得
の
た
め
の
コ
ス

ト
と
同
じ
取
扱
い
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
開
発
段
階
で
発
生
し
た
コ
ス
ト

は
、
コ
ス
ト
の
性
質
に
依
存
し
て
資

産
化
さ
れ
、
一
方
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

初
期
段
階
と
導
入
後
の
段
階
の
間
に

発
生
し
た
コ
ス
ト
は
、
費
用
と
し
て

計
上
さ
れ
る
。

資
産
化
さ
れ
た
導
入
コ
ス
ト
は
、

ホ
ス
ト
契
約
の
期
間
に
わ
た
り
、
ホ

ス
ト
の
要
素
に
関
連
す
る
料
金
と
同

じ
損
益
計
算
書
の
科
目
に
費
用
計
上

さ
れ
る
。

資
産
化
さ
れ
た
導
入
コ
ス
ト
の
支

払
に
つ
い
て
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
で
は
、
ホ
ス
ト
の
要
素
に
関

連
す
る
料
金
の
支
払
と
同
じ
分
類
と

な
り
、
財
政
状
態
計
算
書
で
は
、
ホ

ス
ト
契
約
に
関
連
す
る
料
金
の
前
払

い
と
同
じ
科
目
に
計
上
さ
れ
る
。

ホ
ス
ト
契
約
の
期
間
は
、
キ
ャ
ン

セ
ル
で
き
な
い
期
間
を
含
み
、
延
長

や
解
約
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
加
味
し
て

決
定
さ
れ
る
。

適
用
関
係

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
２
０
１
９
年
12
月
16
日

以
降
開
始
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、
早

期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

税
　
　
務

藤
井
健
志・新
長
官
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

─
国
税
庁

税
　
　
務

藤
城
眞・新
局
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

─
東
京
国
税
局

７
月
に
国
税
庁
長
官
に
就
任
し
た

藤
井
健
志
氏
は
、
国
税
記
者
ク
ラ
ブ

と
の
会
見
に
応
じ
、
就
任
の
抱
負
等

を
語
っ
た
。

就
任
に
あ
た
っ
て
の
抱
負

国
税
庁
と
し
て
の
使
命
を
果
た
す

た
め
に
、
納
税
環
境
の
整
備
な
ど
納

税
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
と
も
に
、

適
正
・
公
平
な
課
税
・
徴
収
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

ま
た
、
経
済
活
動
の
国
際
化
・
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化
等
の
税
務
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
組
織
や

業
務
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。電

子
申
告
の
義
務
化

平
成
32
年
４
月
１
日
以
後
開
始
事

業
年
度
か
ら
大
法
人
に
つ
い
て
は
法

人
税
等
の
電
子
申
告
が
義
務
化
さ

れ
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
円
滑
な
申
告

デ
ー
タ
の
電
子
提
出
に
向
け
て
、
納

税
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
き
た

い
。消

費
税
率
引
上
げ

２
０
１
９
年
10
月
の
消
費
税
率
引

上
げ
と
あ
わ
せ
て
実
施
さ
れ
る
、
軽

減
税
率
制
度
へ
の
対
応
に
重
点
的
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
事
業
者
は

税
率
ご
と
の
商
品
管
理
や
区
分
経
理

な
ど
の
準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
な

ど
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
周
知
・
広
報

等
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

富
裕
層
に
対
す
る
取
組
み

平
成
29
年
か
ら
全
国
の
国
税
局
に

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、

重
点
的
に
管
理
す
べ
き
富
裕
層
に
対

し
て
将
来
に
わ
た
る
時
間
軸
で
捉

え
、
関
係
す
る
個
人
・
法
人
を
含
め

て
一
体
的
に
管
理
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
年
７
月
か
ら
東
京
・

大
阪
・
名
古
屋
・
関
東
信
越
国
税
局

の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
の
部
署
に
お
い

て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
管
理

す
る
富
裕
層
以
外
の
富
裕
層
に
つ
い

て
も
管
理
す
る
体
制
を
運
用
し
、
全

体
と
し
て
強
化
し
て
い
る
。

今
ま
で
の
経
歴
で
興
味
深
い
仕
事

主
計
局
課
長
補
佐
時
代
の
金
融
シ

ス
テ
ム
不
安
へ
の
対
応
で
公
的
資
金

の
枠
組
み
作
り
へ
参
加
し
た
こ
と

や
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
地
方

財
政
の
予
算
編
成
に
取
り
組
ん
だ
こ

と
な
ど
、
経
済
的
な
動
乱
の
政
策
対

応
が
１
つ
ひ
と
つ
貴
重
な
経
験
に

な
っ
て
い
る
。

７
月
に
東
京
国
税
局
長
に
就
任
し

た
藤
城
眞
氏
は
、
国
税
記
者
ク
ラ
ブ

と
の
会
見
に
応
じ
、
就
任
の
抱
負
等

を
語
っ
た
。

就
任
に
あ
た
っ
て
の
抱
負

少
子
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な

ど
、
産
業
構
造
が
変
化
し
て
い
く
な

か
で
税
の
あ
り
方
が
今
後
ど
う
な
っ

て
い
く
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
国
税
の
使
命
で
あ
る「
納

税
者
の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行

を
適
切
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
」た

め
、
①
政
府
や
税
に
対
す
る
信
頼
の

確
保
、
②
悪
質
な
不
正
事
案
等
へ
の

厳
正
な
対
処
、
③
申
告
・
納
付
手
続

の
充
実
な
ど
に
よ
る
納
税
者
の
利
便

性
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

重
点
施
策

ま
ず
、
調
査
事
務
に
つ
い
て
は
富

裕
層
や
国
際
取
引
だ
け
で
は
な
く
業

務
規
模
の
小
さ
い
法
人
に
も
目
配
り

を
し
て
調
査
全
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
高
め
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
２
０
１
９
年
10
月
か
ら
の
消

費
税
の
引
上
げ
と
軽
減
税
率
の
導
入

に
備
え
て
、
準
備
期
間
が
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
積
極
的
に

広
報
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

国
際
的
な
取
引
に
対
す
る
取
組
み

東
京
局
で
は
、
国
際
的
な
租
税
回

避
事
案
や
脱
税
事
件
に
対
す
る
実
態

の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
租
税

条
約
等
に
基
づ
く
情
報
交
換
制
度
を

効
果
的
に
活
用
し
、
各
国
の
税
務
当

局
と
連
携
し
な
が
ら
取
引
の
実
態
解

明
に
努
め
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
本
年
か
ら
非
居
住
者
の
金

融
口
座
情
報
で
あ
る「
共
通
報
告
基

準（
Ｃ
Ｒ
Ｓ
）」に
基
づ
く
自
動
的
情

報
交
換
が
開
始
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
個
人
・
法
人

等
の
金
融
口
座
情
報
を
効
果
的
に
活

用
し
て
い
き
た
い
。

仮
想
通
貨
取
引
に
関
す
る
取
扱
い

仮
想
通
貨
の
使
用
に
よ
る
損
益
は

原
則
と
し
て
雑
所
得
に
区
分
さ
れ
る

が
、
た
と
え
ば
事
業
所
得
者
が
、
事

業
用
資
産
と
し
て
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を

保
有
し
、
決
済
手
段
と
し
て
使
用
す

る
場
合
は
事
業
所
得
に
分
類
さ
れ
る

な
ど
、
所
得
区
分
が
変
更
さ
れ
る
場

合
も
あ
り
、
正
し
い
申
告
納
税
に
関

し
て
周
知
し
て
い
き
た
い
。
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フラッシュ

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2018年
8月28日

「収益認識に関する会計基
準」の公表後の対応に関する
手順

ASBJ

企業会計基準29号「収益認識に関する会計基準」で、同会計基準公表後、実務へ
の適用検討過程で、従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が市場
関係者より識別され、委員会に提起された場合には、対応を図ることの要否を
判断する旨が記載されているが、その対応の具体的な手順が示されたもの。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki_20180330.pdf

―

2018年
8月31日

平成29年度及び平成30年度
改正外国子会社合算税制に
関するＱ＆Ａ 

国税庁

平成30年１月公表の「平成29年度改正外国子会社合算税制に関するＱ＆Ａ」
に、①実体基準または管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具
体例、②ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例
の具体例を新たに加えたもの。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm

―

金
　
　
融

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
通
貨
下
落
の
悪
影

響

証
　
　
券

今
年
秋
は
リ
ー
マ
ン・シ
ョ
ッ
ク

か
ら
10
年
目

新
興
国
の
通
貨
下
落
の
動
き
が
、

世
界
経
済
の
懸
念
材
料
に
な
っ
て
い

る
。
ト
ル
コ
シ
ョ
ッ
ク
に
端
を
発
し

て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ロ
シ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
と

い
っ
た
そ
の
他
の
新
興
国
通
貨
も
対

外
価
値
を
切
り
下
げ
る
動
き
が
目

立
っ
て
い
る
。

特
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
こ
こ
数

年
通
貨
ペ
ソ
の
対
米
ド
ル
相
場
が
下

落
傾
向
だ
っ
た
が
、
１
ド
ル
＝
10
～

20
ペ
ソ
の
レ
ン
ジ
内
の
動
き
だ
っ

た
。
そ
れ
が
今
年
２
月
に
20
ペ
ソ
を

上
回
る
と
８
月
末
に
は
急
速
に
38
ペ

ソ
ま
で
下
落
し
、
年
初
来
の
下
落
幅

は
約
54
％
に
な
っ
た
。
他
の
新
興
国

も
、
ト
ル
コ
・
リ
ラ
が
43
％
、
ブ
ラ

ジ
ル
・
レ
ア
ル
が
20
％
、
南
ア
フ
リ

カ
・
ラ
ン
ド
と
ロ
シ
ア
・
ル
ー
ブ
ル

が
約
16
％
な
ど
、
大
幅
な
下
落
と

な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
場

合
、
ト
ル
コ
シ
ョ
ッ
ク
は
自
国
通
貨

ペ
ソ
の
下
落
を
加
速
す
る
き
っ
か
け

に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
数
年
の

下
落
ト
レ
ン
ド
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
経

済
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
の
悪
化

が
要
因
に
あ
る
。
対
外
収
支
の
経
常

赤
字
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
５
％
、
基
礎
的
財

政
赤
字
も
４
・
５
％
と
新
興
国
の
な

か
で
も
目
立
つ
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
い

わ
ゆ
る「
双
子
の
赤
字
」が
通
貨
下
落

の
根
本
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
政
府
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か

ら
５
０
０
億
ド
ル
の
信
用
枠
に
基
づ

く
融
資
を
前
倒
し
で
受
け
る
た
め
、

６
月
に
決
め
た
緊
縮
財
政
を
さ
ら
に

強
化
し
た
。

一
方
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行

も
８
月
30
日
に
政
策
金
利
を
45
％
か

ら
60
％
に
引
き
上
げ
る
引
締
め
策
を

実
施
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

対
外
的
な
通
貨
防
衛
策
と
国
内
的
な

イ
ン
フ
レ
対
策
の
た
め
に
景
気
に
は

急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
に
な

る
。
今
後
、
こ
う
し
た
緊
急
策
が
功

を
奏
す
る
か
否
か
は
見
極
め
る
必
要

が
あ
る
が
、
輸
入
イ
ン
フ
レ
や
高
金

利
政
策
を
通
じ
た
他
の
新
興
国
へ
の

波
及
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。

現
状
、
市
場
関
係
者
は
そ
れ
ほ
ど

悲
観
的
で
は
な
く
、
一
時
的
な
動
き

と
み
る
向
き
も
い
る
。
し
か
し
、
ア

メ
リ
カ
と
中
国
の
間
を
中
心
に
貿
易

摩
擦
や
地
政
学
リ
ス
ク
の
拡
大
懸
念

も
あ
る
な
か
、
か
つ
て
の
よ
う
な
国

際
協
調
と
い
っ
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
が
機
能
す
る
の
か
不
透
明
で
警
戒

感
は
払
拭
で
き
な
い
。

株
式
市
場
の
歴
史
を
繙
く
と
、
秋

は
何
度
も
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
て
い

る
。
２
０
１
８
年
秋
は
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
か
ら
ち
ょ
う
ど
10
年
目
に

あ
た
る
。10
年
前
の
２
０
０
８
年
秋
、

ア
メ
リ
カ
の
大
手
証
券
会
社
が
経
営

破
綻
す
る
と
、
世
界
経
済
は
金
融
恐

慌
か
ら
大
不
況
へ
突
入
し
た
。
世
界

中
の
お
金
が
凍
り
つ
き
、
即
、
消
費

需
要
、
投
資
需
要
が
吹
っ
飛
ん
だ
の

で
あ
る
。

１
９
９
０
年
代
、
80
年
代
の
終
わ

り
頃
も
金
融
危
機
が
不
況
を
招
く
と

い
う
経
験
を
し
て
い
る
。
10
年
サ
イ

ク
ル
の
金
融
危
機
、
不
況
到
来
は
軽

視
で
き
な
い
経
験
則
と
い
え
よ
う
。

こ
の
秋
、
国
際
金
融
で
懸
念
さ
れ
る

の
は
、
有
力
な
途
上
国
で
Ｇ
20
メ
ン

バ
ー
で
も
あ
る
ト
ル
コ
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
の
通
貨
動
揺
、
金
融
危
機
で
あ

る
。
債
務
不
履
行
と
い
っ
た
事
態
に

な
れ
ば
、
多
く
の
国
々
が
巻
き
込
ま

れ
、
世
界
経
済
が
落
ち
込
む
可
能
性

を
否
定
で
き
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
、
今
年
秋
の
最
大
の
懸
念

材
料
は
、
米
中
貿
易
摩
擦
が
両
国
の

実
体
景
気
に
ど
こ
ま
で
影
響
し
て
く

る
か
で
あ
る
。
世
界
２
位
の
経
済
大

国
、
貿
易
大
国
で
あ
る
中
国
の
世
界

経
済
に
お
け
る
存
在
感
は
、
10
年
前

の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
時
よ
り
は

る
か
に
巨
大
に
な
っ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
保
護
貿
易
政

策
に
よ
っ
て
、
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
な
ど

製
品
ベ
ー
ス
で
の
輸
入
関
税
引
上
げ

が
す
で
に
発
動
さ
れ
て
い
る
が
、
自

動
車
の
輸
入
関
税
引
上
げ
も
絶
え
ず

チ
ラ
つ
か
さ
れ
て
き
た
。
巨
大
産
業

の
製
品
へ
の
輸
入
関
税
引
上
げ
の
影

響
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
11
月
の
米
中
間
選
挙
に

向
け
て
世
界
の
株
式
市
場
に
と
っ
て

懸
念
さ
れ
る
の
は
、
過
去
に
株
価
調

整
・
下
落
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
金
融
恐
慌
で
は
な
く
、
実
体

経
済
の
変
調
・
落
ち
込
み
で
あ
る
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
は
景
気
変
調
と

な
っ
て
も
金
融
政
策
の
修
正
で
株
式

市
場
の
不
安
を
軽
減
で
き
る
余
地
が

あ
る
。
株
価
へ
の
影
響
は
相
対
的
に

小
さ
く
て
済
む
か
も
し
れ
な
い
。
米

景
気
の
変
調
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
他

の
国
々
の
株
式
市
場
に
よ
り
大
き
な

ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
の
だ
。

日
本
の
株
式
市
場
は
、
残
念
な
が

ら
独
自
の
力
で
株
価
の
方
向
を
決
め

ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
秋
も

米
株
価
と
為
替
相
場
の
動
向
次
第
で

あ
る
。


